
学術成果リポジトリと著作権の
関連について



著作物利用時の原則

• 著作物を利用しようとする者（利用者）は、そ
の著作物の著作権者から利用許諾を得ねば
ならない。

– ただし、個々の著作物について見ると

• 無許諾利用が可能な場合もある

• 許諾不要である旨あらかじめ宣言されている場合も
ある　＝＞　Green Journal (90%越の欧文誌）

　　

• 許諾を得るべき著作権者が複数存在する場合もある



リポジトリにおける著作権者と利用者

• 著作権者

– 登録者本人、共著者、出版社/学会等・・

複製・公衆送信権を含め出版社/学会が著作権を握っ
ているケースが多い。

• 利用者

– 図書館、インターネット経由で利用する不特定
多数の者（エンドユーザ）



「許諾」に登場する当事者

登録者本人

図書館
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「許諾」の流れ

Green Journal 掲載誌の場合

共著者

登録者本人

学会・出版社

図書館

登録者申請書
（許諾書）

Green Journalであ

れば許諾書不要

※　自分以外の著作権者に対して個別に許諾を得る必要が無い。



「許諾」の流れ

出版者／学会が著作権を持つ場合

共著者

登録者本人

学会・出版社

図書館
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※　個別に許諾を求めれば、OKを出す出版社／学会も多い。



「許諾」の流れ

本人及び共著者が著作権を持つ場合

共著者

登録者本人

学会・出版社

図書館

登録者申請書

同意

※　共著者全員からリポジトリ登録について同意を得る。

同意につい
ての書面



「許諾」の流れ

本人だけが著作権を持つ場合

共著者

登録者本人

学会・出版社

図書館

登録者申請書
（許諾書）

※　リポジトリへの登録可否は本人の一存。



Green Journalについて

• 自社刊行誌掲載論文のリポジトリへの登録を認
める出版社／学会が欧米には多数存在。

• 英国の調査結果（ProjectROMEO)
– 90%超の雑誌がリポジトリ登録OK

＝＞Green Journal と称する

出版社検索　http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
雑誌名検索　http://romeo.eprints.org/





エンドユーザによる利用

１．個人的利用目的に限定してWebサイトからダウ

ンロード利用が無許諾で可能
– 権利制限規定（法30条ほか）

２．個人的利用以外の目的・方法で利用する場合
は、著作権者の許諾が必要

　※許諾を得ずに２の利用を行うことは法律違反



まとめ

• 本人が著作権（複製・公衆送信権）を持つ
論文は、他者の著作権に配慮なく登録可

• Green Journal 掲載論文も個別の許諾が

必要ない。

– 電子ジャーナルとして公開している出版社版
（Publisher version)は登録不可であるケース

が大半。登録可能なファイルは、著者最終版
（Author final version)である。



（参考)リポジトリ登録時に著作
権的には何が起こるのか

• リポジトリ登録時には、サーバ上に電子ファ
イルが複製される（複製権に抵触）。
– 利用者は著作権者にあらかじめ利用許諾を

得る必要がある。

• リポジトリに登録された電子ファイルは、ネッ
トワークを通じて不特定多数に送信可能な
状態となる（公衆送信権に抵触）
– 利用者は著作権者にあらかじめ利用許諾を

得る必要がある。


